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(57)【要約】
【課題】火災発生初期の環境温度が２００℃に達していない状況でも、隙間を閉塞して煙
や熱を遮断することが可能であり、かつ、膨張後の形状保持性に優れ、燃焼時にハロゲン
ガスなどの有害ガスを発生しない防火用熱膨張性樹脂組成物及び防火用熱膨張性目地材を
提供する。
【解決手段】ブチルゴム：２５～８０質量％、該ブチルゴムと加硫可能なゴム：５～６０
質量％及びスチレン系熱可塑性エラストマー：１５～７０質量％を含有するゴム成分１０
０質量部に対して、膨張開始温度が１３０～１５０℃である熱膨張性黒鉛：２０～７５質
量部と、水酸化アルミニウム：１５～６０質量部と、ホウ酸：２０～７０質量部と、前記
水酸化アルミニウム及びホウ酸以外の無機充填剤：２０～６０質量部と、加硫剤及び加硫
促進剤：各々０．０２～５質量部とを含有する組成物を、未加硫のまま成形加工して、加
硫度が１０％以下の目地材とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブチルゴム：２５～８０質量％、該ブチルゴムと加硫可能なゴム：５～６０質量％及び
スチレン系熱可塑性エラストマー：１５～７０質量％を含有するゴム成分１００質量部に
対して、
　膨張開始温度が１３０～１５０℃である熱膨張性黒鉛：２０～７５質量部と、
　水酸化アルミニウム：１５～６０質量部と、
　ホウ酸：２０～７０質量部と、
　前記水酸化アルミニウム及びホウ酸以外の無機充填剤：２０～６０質量部と、
　加硫剤及び加硫促進剤：各々０．０２～５質量部と、
　を含有する防火用熱膨張性樹脂組成物。
【請求項２】
　請求項１に記載の熱膨張性樹脂組成物を成形加工して得られ、加硫度が１０％以下であ
る防火用熱膨張性目地材。
【請求項３】
　５０℃の温度条件下で１２０日間保持した後の加硫度が７０％以上であることを特徴と
する請求項２に記載の防火用熱膨張性目地材。
【請求項４】
　１４０～１６０℃の温度条件下で膨張を開始することを特徴とする請求項２又は３に記
載の防火用熱膨張性目地材。
【請求項５】
　扉、扉枠部、扉と壁との隙間部又は通気口に貼付されることを特徴とする請求項２乃至
４のいずれか１項に記載の防火用熱膨張性目地材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱膨張性樹脂組成物及びこの組成物を使用した防火用熱膨張性目地材に関す
る。より詳しくは、ドアやシャッターなどの開口部の扉、隙間部及び通気口などに装着さ
れる防火材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　火災が発生した場合、火炎は、住宅建築物及び船舶の廊下や通気部、鉄道車両などの連
結部分を介して急速に広がり、階上や隣室、連結車輛への延焼を助長させる。このような
事態を防止するために、防火扉や防火シャッター又は防火隔壁などが設置されている。こ
れらの防火扉、防火シャッター及び防火隔壁としては、一般に、薄板状の金属からなる表
面材と裏面材との間に合成樹脂の断熱性発泡体を挿入したサンドイッチ状の構造体が使用
されている。
【０００３】
　このような構造体の他に、扉やシャッターの周囲又は枠部分に貼付され、火災が発生し
て高温となった場合に、熱膨張して隙間を閉塞させる目地材も開発されている（例えば、
特許文献１参照）。しかしながら、熱膨張性材料を使用した従来の防火材は、２００℃以
上の高温になったときに膨張し、隙間を閉塞して延焼防止するものであり、２００℃未満
の温度では膨張が起こらないため、火災初期において煙の侵入などを防ぐことができない
という欠点があった。
【０００４】
　そこで、従来、熱膨張開始温度が１４０～１８０℃の中和処理された熱膨張性黒鉛と、
リン化合物とを、特定量配合することにより、従来よりも低い温度で膨張を開始するよう
にした耐火性シート状成形体が提案されている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２００５－９８０４１号公報
【特許文献２】特許第３８３８７８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前述した特許文献２に記載の技術によれば、２００℃未満で膨張させる
ことは可能となるが、その一方で、熱膨張後の形状保持性が劣るという問題点もある。こ
の問題を解決するため、特許文献２においては、ハロゲン化された樹脂を配合する処方が
提案されているが、この方法では、燃焼ガス中にハロゲンガスが発生するという問題が生
じる。
【０００７】
　また、特許文献２に記載の耐火性シート状成形体では、中和処理した熱膨張性黒鉛を使
用しているが、この場合、酸処理した黒鉛を更に中和処理する工程が必要となるため、製
造コストが増加するという問題点がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、火災発生初期の環境温度が２００℃に達していない状況でも、隙間
を閉塞して煙や熱を遮断することが可能であり、かつ、膨張後の形状保持性に優れ、燃焼
時にハロゲンガスなどの有害ガスを発生しない熱膨張性樹脂組成物及び防火用熱膨張性目
地材を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、前述した課題を解決するために、鋭意実験検討を行った結果、以下の熱膨
張性樹脂組成物及び目地材を完成するに至った。
【００１０】
　即ち、本発明に係る防火用熱膨張性樹脂組成物は、ブチルゴム：２５～８０質量％、該
ブチルゴムと加硫可能なゴム：５～６０質量％及びスチレン系熱可塑性エラストマー：１
５～７０質量％を含有するゴム成分１００質量部に対して、膨張開始温度が１３０～１５
０℃である熱膨張性黒鉛：２０～７５質量部と、水酸化アルミニウム：１５～６０質量部
と、ホウ酸：２０～７０質量部と、前記水酸化アルミニウム及びホウ酸以外の無機充填剤
：２０～６０質量部と、加硫剤及び加硫促進剤：各々０．０２～５質量部とを含有するも
のである。
【００１１】
　本発明に係る防火用熱膨張性目地材は、前述した熱膨張性樹脂組成物を成形加工して得
られるものであり、加硫度が１０％以下となっている。
　この目地材は、５０℃の温度条件下で１２０日間保持した後の加硫度が７０％以上であ
ることが好ましい。
　また、例えば１４０～１６０℃の温度条件下で膨張を開始するようにしてもよい。
　更に、扉、扉枠部、扉と壁との隙間部又は通気口に貼付することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、２００℃未満の温度で膨張を開始するため、火災発生後の環境温度が
２００℃に達していない初期段階でドアやシャッター及び通気口などの隙間を閉塞させ煙
や熱を遮断し延焼を防止することができ、更に、熱膨張後の膨張層は形状が十分に保持さ
れ、かつ、発生する燃焼ガスにはハロゲンのような有害な成分を含まない防火材を実現す
ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための形態について、詳細に説明する。なお、本発明は、以下
に説明する実施形態に限定されるものではない。
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【００１４】
（第１の実施形態）
　先ず、本発明の第１の実施形態に係る熱膨張性樹脂組成物（以下、単に組成物ともいう
。）について説明する。本実施形態の組成物は、耐火用途に使用されるものであり、ブチ
ルゴム、このブチルゴムと加硫可能なゴム及びスチレン系熱可塑性エラストマーを含有す
るゴム成分１００質量部に対して、膨張開始温度が１３０～１５０℃の熱膨張性黒鉛、水
酸化アルミニウム、ホウ酸及びその他の無機充填剤、加硫剤及び加硫促進剤を、それぞれ
特定量配合したものである。
【００１５】
［ブチルゴム：ゴム成分全体の２５～８０質量％］
　ブチルゴムは、本実施形態の組成物のゴム成分の１つであり、これを配合することによ
り、組成物の成形性が向上すると共に、成形体（目地材）に可撓性及び防水性を付与する
ことができる。また、ブチルゴム含有量を変えることにより、成形体（目地材など）の粘
着性を調整することもできる。
【００１６】
　ただし、ブチルゴム含有量がゴム成分全体の２５質量％未満の場合、成形性が低下して
成形品（目地材など）の表面が荒れたり、成形品（目地材など）の可撓性や防水性が不十
分となったりする。また、ブチルゴム含有量が８０質量％を超えると、成形体（目地材な
ど）が夏場のように高温環境下に曝されると、可塑化によりだれて変形しやすくなるとい
う問題が生じる。よって、ブチルゴム含有量は、ゴム成分全体の２５～８０質量％とする
。
【００１７】
　一方、ゴム成分中のブチルゴム含有量を６０質量％よりも多くすると、組成物に粘着性
が発現するため、目地材などの成形体にした場合、接着剤やピンなどを使用しなくても、
自身の粘着力により被着体に貼付することが可能となる。なお、ゴム成分中のブチルゴム
含有量が２５～６０質量％の場合は、粘着性が小さくなるため、成形後に被着体に装着す
る際は、粘着シール、接着剤又は釘やピンなどの金具を使用することが望ましい。
【００１８】
［ブチルゴムと加硫可能なゴム：ゴム成分全体の５～６０質量％］
　本実施形態の組成物には、成形体の機械的強度を確保すると共に、例えば防火用目地材
用途においては好適な粘着性を得るために、ゴム成分として、ブチルゴムと加硫可能なゴ
ムが配合されている。このようなゴムとしては、例えば、天然ゴム、エチレンープロピレ
ンージエンゴム及びスチレンーブタジエンゴムなどが挙げられる。また、これらのゴムは
、単体で使用してもよいが、混練性及び成形性などを改善するために２種以上を混合して
使用することもできる。更に、これらの中でも、特に、エチレンープロピレンージエンゴ
ムを使用することが好ましく、これにより、混練性及び成形性をより良好にすることがで
きる。
【００１９】
　ただし、ブチルゴムと加硫可能なゴムの含有量がゴム成分全体の５質量％未満の場合、
強度が低下して、加工時に変形や破断が生じやすくなる。また、６０質量％を超えると、
成形性が低下し、得られる成形体は外観性が劣るものとなる。よって、よって、ブチルゴ
ムと加硫可能なゴムの含有量は、ゴム成分全体の５～６０質量％とする。
【００２０】
［スチレン系熱可塑性エラストマー：ゴム成分全体の１５～７０質量％］
　スチレン系熱可塑性エラストマーは、成形性、強度、可撓性及び寸法安定性などを向上
させる効果がある。具体的には、成形加工時に熱可塑性エラストマー中のハードセグメン
トであるスチレン樹脂部が溶融し、流動性を発現して成形性の改善に効果を発揮する。ま
た、常温では、ソフトセグメントであるゴム部がゴム弾性を発現して強度及び可撓性の改
善に効果を発揮すると共に、ハードセグメントが成形品の寸法安定性を改善する。
【００２１】
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　更に、スチレン系熱可塑性エラストマーを添加すると、火災時には熱によりハードセグ
メントが溶融し、熱膨張した膨張性黒鉛を一時的につなぎとめる効果も得られる。ただし
、スチレン系熱可塑性エラストマーの含有量が、ゴム成分全体の１５質量％未満の場合、
成形性が低下して、成形体は外観性が劣り、火災時の膨張後の形状保持性も低いものとな
る。同様に、スチレン系熱可塑性エラストマーの含有量が７０質量％を超えると、成形性
が低下して加工しにくくなる。
【００２２】
　本実施形態の組成物に添加されるスチレン系熱可塑性エラストマーとしては、例えばビ
ニル芳香族化合物を主体とする重合体ブロックと共役ジエン化合物を主体とする重合体ブ
ロックとからなるブロック共合体を使用することができる。そのビニル芳香族化合物とし
ては、例えばスチレン、ｐ－メチルスチレン、α―メチルスチレン及びビニルキシレンな
どが挙げられ、これらは単体で使用されていても、２種以上組み合わせて使用されていて
もよい。また、これらのビニル芳香族化合物のうち、特に、スチレンが好ましい。
【００２３】
　一方、共役ジエン化合物としては、例えば１，３－ブタジエン、イソプレン、２，３－
ジメチル－１，３－ブタジエン及び１，３－ペンタジエンなどが挙げられ、これらは単体
で使用されていても、２種以上組み合わせて使用されていてもよい。これらの共役ジエン
化合物のうち、特に、１，３－ブタジエンが好ましい。
【００２４】
　また、スチレン系熱可塑性エラストマーを構成するハードセグメントとソフトセグメン
トの比率（ハードセグメント／ソフトセグメント）は、２０／８０～６０／４０が好まし
く、より好ましくは２５／７５～４０／６０である。ハードセグメントが２０％よりも少
ないスチレン系熱可塑性エラストマーを使用すると、成形性が低下することがあり、また
、ハードセグメントが６０％を超えるスチレン系熱可塑性エラストマーを使用すると、可
撓性が低下することがある。
【００２５】
［熱膨張性黒鉛：２０～７５質量部］
　熱膨張性黒鉛は、本実施形態の組成物及びその成形体に熱膨張性を付与する成分であり
、天然グラファイト粉末を無機酸及び強酸化剤で処理して得られるグラファイト層状構造
を維持した結晶化合物である。また、本実施形態の組成物においては、特に、膨張開始温
度が１３０～１５０℃のものを使用する。
【００２６】
　この熱膨張開始温度が１３０℃未満の場合、混練温度及び成形加工温度に近いため、混
練又は成形加工時に一部熱膨張が起こり、得られる組成物や成形体は熱膨張率が低いもの
となる。また、熱膨張開始温度が１５０℃を超える熱膨張黒鉛を使用すると、組成物や成
形体の熱膨張開始温度が高くなるため、火災発生の初期段階で熱膨張して隙間を充填する
という効果が得られなくなる。
【００２７】
　一方、熱膨張性黒鉛の粒度は、２０～４００メッシュ程度であることが好ましい。熱膨
張性黒鉛の粒度が４００メッシュよりも小さいと、成形体にしたときの熱膨張度が不足す
ることがある。また、熱膨張性黒鉛の粒度が２０メッシュより大きくなると、ゴムに混練
する際に分散性が低下することがある。
【００２８】
　この熱膨張性黒鉛の含有量がゴム成分１００質量部あたり２０質量部よりも少ないと、
火災時の熱膨張倍率が小さくなり、また７５質量部を超えると、熱膨張倍率は大きくなる
ものの、得られる配合物の強度が低下すると共に、成形性が低下し、表面状態が悪くなる
。よって、熱膨張性黒鉛の含有量は、ゴム成分１００質量部に対して、
２０～７５質量部とする。
【００２９】
［水酸化アルミニウム：１５～６０質量部］
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　水酸化アルミニウムは、加熱時の脱水反応による吸熱反応で温度上昇を抑制する効果が
ある。ただし、ゴム成分１００質量部あたりの含有量が１５質量部未満の場合、難燃性が
低下し、また、６０質量部を超えると、成形性が低下する。よって、本実施形態の組成物
では、水酸化アルミニウム含有量を、ゴム成分１００質量部に対して、１５～６０質量部
とする。
【００３０】
　また、水酸化アルミニウムの粒径は、特に限定されるものではないが、分散性の観点か
らは、１～５０μｍとすることが望ましい。
【００３１】
［ホウ酸：２０～７０質量部］
　ホウ酸は、熱膨張後の形状保持剤として作用する。このホウ酸の含有量は、使用する膨
張性黒鉛の使用量によって適宜設定することができるが、ゴム成分１００質量部あたり２
０質量部未満の場合、熱膨張後の形状保持性が低下する。また、ホウ酸の含有量が、ゴム
成分１００質量部あたり７０質量部を超えると、組成物の硬度が高くなって可撓性が低下
する。よって、ホウ酸の含有量は、ゴム成分１００質量に対して、２０～７０質量部とす
る。
【００３２】
　本実施形態の組成物に配合されるホウ酸は、公知の製法で得られるものを使用すること
ができ、オルトホウ酸及びメタホウ酸のいずれでもよいが、通常は、オルトホウ酸が使用
される。また、このホウ酸は、通常、粉末の状態のものを使用する。この場合、粉末の粒
径は、特に制限されるものではないが、比較的粒径の小さなもの、具体的には、１００μ
ｍ程度以下、好ましくは２０μｍ程度以下のものが好ましい。
【００３３】
［無機充填剤（水酸化アルミニウム及びホウ酸を除く）：２０～６０質量部］
　水酸化アルミニウム及びホウ酸以外の無機充填剤は、燃焼後に熱膨張体の骨材として膨
張形状を保持させるために添加される。ただし、この無機充填剤の含有量が、ゴム成分１
００質量部に対して２０質量部未満の場合、熱膨張後の発泡体の強度が不足して耐熱性や
難燃性が不十分となり、また、６０質量部を超えると、加工性が低下する。よって、水酸
化アルミニウム及びホウ酸以外の無機充填剤の含有量は、ゴム成分１００質量部あたり、
２０～６０質量部とする。
【００３４】
　その種類は、特に限定されるものではなく、公知の無機充填剤を採用することができる
。一例としては、アルミナ、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化カルシウム及び酸化マグネシウ
ムなどの金属酸化物、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム及びハイドロタルサイトな
どの含水無機物、塩基性炭酸マグネシウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸亜
鉛、炭酸バリウム等の金属炭酸塩、硫酸カルシウム、ケイ酸カルシウム等のカルシウム塩
、シリカ、珪藻土、硫酸バリウム、タルク、マイカ、クレー、ベントナイト、活性白土、
セピオライト、ガラス繊維、ガラスビーズ、グラファイト、カーボンファイバー、炭素繊
維、各種金属粉などが挙げられる。
【００３５】
　なお、前述した無機充填剤は、単独で使用しても、２種以上を併用してもよい。また、
これらの無機充填剤の中でも、特に、炭酸カルシウムが好ましい。更に、その粒径は、ゴ
ム成分への分散性の観点から、１～５０μｍであることが望ましい。
【００３６】
［加硫剤及び加硫促進剤：各０．０２～５質量部］
　加硫及び加硫促進剤は、本実施形態の組成物及びその成形体に、自然加硫性を付与する
ため配合される。ここで、「自然加硫」とは、混練処理などで発生する熱や人工的な加熱
による加硫でなく、太陽光の輻射熱などによって、使用環境下で起こる加硫をいう。
【００３７】
　即ち、本実施形態の組成物は、加硫剤及び加硫促進剤を配合しているにもかかわらず、
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目地材などに成形する段階では加硫を行わず、未加硫のまま成形体が製造される。そして
、その成形体を、その優れた柔軟性と粘着性を活かして被着体に貼り付け、環境下で自然
加硫によって被着体表面へ固着化させる。
【００３８】
　その自然加硫性に基づく特性を最適化するため、加硫剤及び加硫促進剤の含有比率は、
それぞれゴム成分１００質量部に対して０．０２～５質量部の範囲とする。加硫剤又は加
硫促進剤の含有量が、ゴム成分１００質量部に対して、０．０２質量部未満であると、自
然加硫性が発揮されなかったり、自然加硫の進行が遅すぎたりして、目地材などの成形体
の固着化速度が不十分となる。また、加硫剤及び加硫促進剤を、ゴム成分１００質量部あ
たり５質量部を超えて使用すると、自然加硫速度が速くなり、保管時の安定性が低下する
。
【００３９】
　本実施形態の組成物に配合される加硫剤の種類は、特に限定されるものではなく、公知
の加硫剤を採用することができる。一例としては、硫黄、ポリスルフィドなどの硫黄系化
合物、ｐ－キノンジオキシム、ｐ－ｐ－ジベンゾイルキノンオキシムなどのオキシム系化
合物、ｔ－ブチルハイドロパーオキサイド、アセチルアセトンパーオキサイド、クメンハ
イドロパーオキサイドなどの有機過酸化物系化合物が挙げられる。この中でも、特に、好
ましい加硫剤は、硫黄系化合物である。また、例えば硫黄系化合物とそれ以外の加硫剤と
を組み合わせるなどのように、２種以上の加硫剤を組み合わせて用いることも可能である
。
【００４０】
　一方、加硫促進剤の種類も、特に限定されるものではなく、公知の加硫促進剤を採用す
ることができる。その一例としては、テトラメチルチウラムジスルフィドやテトラブチル
チウラムジスルフィド、テトラメチルチウラムモノスルフィド、ジペンタメチレンチウラ
ムテトラスルフィドなどのチウラム系化合物、２－メルカプトベンゾチアゾールやジベン
ゾチアゾールジスルフィドなどのチアゾール系化合物、ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛
、ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、ｎ－ブチルアルデヒドアニリンなどのアルデヒドア
ミン系化合物、Ｎ－シクロヘキシル－２－ベンゾチアジルスルフェンアミドなどのスルフ
ェンアミド系化合物、ジオルソトリルグアニジンやジオルソニトリルグアニジンなどのグ
アニジン系化合物、ジエチルチオユリア、トｐリメチルチオユリアなどのチオユリア系化
合物、及び亜鉛華などが挙げられる。
【００４１】
　これらの中でも、特に好ましい加硫促進剤は、ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛、ジエ
チルジチオカルバミン酸亜鉛、ジ－ｎ－ブチルジチオカルバミン酸亜鉛などのジチオカル
バミン酸塩系化合物である。これらの化合物は、単独で用いてもよいが２種以上を組み合
わせて用いることもできる。
【００４２】
［その他の成分］
　本実施形態の組成物には、その効果を阻害しない範囲で、可塑剤、軟化剤、老化防止剤
、加工助剤及び滑剤などを併用することができる。加工性の調整に有効な軟化剤や可塑剤
の例としては、パラフィン系やナフテン系などのプロセスオイル、流動パラフィンやその
他のパラフィン類、ワックス類、フタル酸やアジピン酸系、セバシン酸系やリン酸系など
のエステル系可塑剤類、ステアリン酸やそのエステル類などが挙げられる。
【００４３】
［製造方法］
　次に、本実施形態の熱膨張性樹脂組成物の製造方法について説明する。本実施形態の組
成物は、先述した各成分を未加硫の状態で混練することにより得られる。その混練方法は
、特に限定されるものではないが、６０～１１０℃にて各成分を混練することが望ましい
。これにより、混練中の加硫反応を制御することができるため、混練後の組成物を自然加
硫可能な状態とすることができる。
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【００４４】
　なお、１１０℃を超えた温度で混練処理を行った場合には、混練中に加硫反応が進行し
てしまい、得られた組成物の柔軟性が低下したり、適切な自然加硫性が発揮されなかった
りすることがある。また、混練温度が６０℃未満の場合は、スチレン系熱可塑性エラスト
マーの溶融温度に達していないため、組成物中に未溶融のスチレン系エラストマーが分散
された状態となり、強度が不十分となるばかりでなく、成形品に外観不良が発生すること
がある。
【００４５】
　より具体的には、本実施形態の組成物は、例えばツーローター式混練装置を用いて８５
℃にて４０回転／分の回転速度で５分間混練した後、加硫剤及び加硫促進剤を添加し、更
に１００℃にて前記回転数で５分間混練することにより得られる。この混練処理工程で使
用されるツーローター式混練装置は、特に限定されるものではなく、公知の装置を用いる
ことができる。具体的には、８５℃～１００℃において、４０回転／分の回転速度での混
練を可能とする装置であればよく、例えば、バンバリーミキサー及びニーダーミキサーな
どを使用することができる。
【００４６】
　以上詳述したように、本実施形態の熱膨張性樹脂組成物は、特定の無機充填剤と特定の
膨張開始温度を有する熱膨張黒鉛の組み合わせているため、従来品よりも優れた熱膨張性
及び膨張後の形状保持性を有し、かつ優れた耐火性能を発揮する成形品（目地材などの熱
膨張性防火材）が得られる。また、ハロゲン化合物などの有害ガスを発生する成分を含有
していないため、燃焼時の安全性にも優れている。
【００４７】
　更に、本実施形態の組成物は、ブチルゴムを含んだ特定の配合によるゴム成分と、加硫
剤及び加硫促進剤を組み合わせているため、粘着性を有する配合にした場合は、成形品を
貼り付ける施工段階では粘着性を有し、経時で加硫が進行し、最終的に接着状態となる貼
付性能を実現することができる。一方、粘着性が少ない配合にした場合は、成形品を、被
着体の形状に沿って接着剤又はピンなどで装着することができ、経時で材料強度が増加す
るため強固な防火材として機能する。
【００４８】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態に係る防火用熱膨張性目地材（以下、単に目地材ともい
う。）について説明する。本実施形態の目地材は、前述した防火用熱膨張性樹脂組成物を
未加硫のまま所定形状に成形したものであり、その加硫度が１０％以下である。成形後の
加硫度が１０％を超えていると、その後の加硫速度が速くなり、目地材の保存安定性が低
下する。
【００４９】
　また、本実施形態の目地材は、５０℃雰囲気下で１２０日間保持したときに、７０％以
上まで加硫することがより好ましい。これにより、一定期間を経過した後でも、目地材が
十分な粘着性や強度を有するようにすることができる。なお、この自加硫速度は、異なる
温度及び期間において評価することも当然可能である。
【００５０】
　更に、本実施形態の目地材は、１４０～１６０℃の温度条件下で熱膨張を開始すること
が好ましい。これにより、従来よりも低温で膨張が開始するため、火災発生初期の環境温
度が２００℃に達していない状況でも、隙間を閉塞して煙や熱を遮断することが可能とな
る。
【００５１】
　一方、本実施形態の目地材の形状は、特に限定されるものではなく、被着材の形状に合
わせて、適宜設計することができる。例えば、テープ状に成形すればドアの枠部などに貼
り付けることができ、また、シート状に成形すれば開閉扉表面を覆うこともできる。また
、その成形方法も、特に制限されるものではなく、従来のプレス成形、押出成形及びカレ
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ンダー成形などの各種成形方法を、自由に採用することができる。
【００５２】
　そして、本実施形態の目地材は、加硫工程を経ずに、その優れた柔軟性と粘着性を活か
して、扉及び扉枠部や通気口部などの被着体に装着され、環境下で自然加硫によって被着
体表面へ固着化させる。
【００５３】
　以上詳述したように、本実施形態の防火用熱膨張性目地材は、ゴム成分、熱膨張性黒鉛
、ホウ酸、水酸化アルミニウム、その他の無機充填剤各成分と、加硫剤、加硫促進剤を前
述した特定比率で含有させた未加硫の組成物を使用し、未加硫のまま成形しているため、
良好な柔軟性と粘着性を有している。
【００５４】
　また、この目地材は、自然加硫性を備え、適切な加硫速度と十分な加硫後の強度を発揮
するため、建築部材などに装着した際には経時で強固な装着状態を保持することができる
。更に、従来よりも低温で熱膨張を開始するため、火災発生後の環境温度が２００℃に達
していない初期段階でドアやシャッター及び通気口などの隙間を閉塞させ煙や熱を遮断し
延焼を防止することができる。更にまた、本実施形態の目地材は、ハロゲン化合物を含有
していないため、燃焼しても有害ガスが発生しない。
【実施例】
【００５５】
　以下、本発明の実施例及び比較例を挙げて、本発明の効果について具体的に説明する。
なお、これらの実施例は、本発明を限定するものではない。
【００５６】
　本実施例においては、本発明の範囲内の実施例１，２の熱膨張性組成物及び本発明の範
囲から外れる比較例１～９の熱膨張性組成物を用いて目地材を作製し、その特性を評価し
た。
【００５７】
　本実施例で使用した各配合成分は以下の通りである。
（１）ゴム：ブチルゴム（ＪＳＲ社製「ブチル２６８」）
　　　　　　エチレン－プロピレン－ジエンゴム（ＪＳＲ社製「ＥＰ－５１」）
　　　　　　ＳＢＳ（ＪＳＲシェル社製「クレイトンＤ１１０１」）
（２）膨張性黒鉛Ａ：膨張開始温度１３０～１５０℃（ＢＡＣ社製「ＡＣＴ６７１」）
　　　膨張性黒鉛Ｂ：膨張開始温度２００～２３０℃（エア・ウオータ社製「ＳＳ－３」
）
（３）水酸化アルミニウム（住友化学社製「Ｃ－３０１Ｒ」）
（４）ホウ酸（ＢＯＲ社製）
（５）無機充填剤：炭酸カルシウム（備北粉化工業社製「ホワイトンＳＢ」）
（６）加硫剤：粉末硫黄（細井化学工業社製）
（７）加硫促進剤Ａ：ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛（大内新興化学工業社製「ノクセ
ラーＰＺ」）
　　　加硫促進剤Ｂ：ジ－ｎ－ブチルジチオカルバミン酸亜鉛（大内新興化学工業社製「
ノクセラーＢＺ」）
（８）軟化剤：ナフテン系オイル（出光興産社製「ＮＰ－２４」）
【００５８】
　また、前述した各組成物混練には、加圧ニーダー（モリヤマ社製／混合容量３リットル
／ＤＳ３－１０ＭＷＢ－Ｓ型）を使用し、混練温度を実施例１，２及び比較例１～８は１
００℃に、比較例９は１３０℃にして、回転速度：４０回転／分で、５分間混練した。更
に、目地材の成形は、６０ｍ／ｍ単軸押出機（三葉製作所製／６０Ｋ－１６Ｄ－ＨＢ）を
用いて、シリンダー温度を実施例１，２及び比較例１～８は９０℃に、比較例９は１３０
℃にして、押出成形を行った。
【００５９】
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　一方、実施例及び比較例の各目地材の評価項目及び評価方法を以下に示す。なお、評価
には、テープ状に加工した各目地材から、厚さ２ｍｍ×幅２０ｍｍ×長さ５０ｍｍの試験
片を切り出して使用した。
【００６０】
＜熱膨張開始温度＞
　実施例及び比較例の各目地材から切り出した試験片を、連続的に雰囲気温度を変更でき
るギヤーオーブン内に設置し、各温度に０．５時間保持した後、取りだして体積変化が起
こった温度を測定した。
【００６１】
＜熱膨張倍率＞
　実施例及び比較例の各目地材から切り出した試験片を、３００℃で保持された雰囲気内
に０．５時間放置した後の膨張倍率を測定した。
【００６２】
＜加工性＞
　６０ｍ／ｍ単軸押出機（三葉製作所製「６０Ｋ－１６Ｄ－ＨＢ」）で厚さ２ｍｍ、幅２
０ｍｍのテープ状の防火用目地材を押出成形し、その際、テープ外観に不良が発生したり
、吐出性にむらが生じたりしたものを「不可」と評価した。
【００６３】
＜形状保持性＞
　前述した熱膨張倍率測定後の試験片を、目視と指触で評価した。その際、型崩れせず指
で触っても崩れないものを「良」、指触ですぐ崩れるか又は既に崩れてしまったものを「
不可」とした。
【００６４】
＜加硫度＞
　ＪＩＳ　Ｋ６３００に規定されている方法で、キュラストメーターIII型（ＪＳＲトレ
ーディング社製）によりトルクを測定し、下記数式１により加硫度を算出した。なお、下
記数式１におけるＭＸはある期間を経た材料のトルク値、ＭＬは測定曲線におけるトルク
の最小値、ＭＭは測定曲線におけるトルクの最大値である。
【００６５】
【数１】

【００６６】
＜引張強度＞
　プレス成形した厚さ５ｍｍのシートから３号ダンベルに打ち抜き、速度５００ｍｍ／分
で引張り、最大応力を求めた。
【００６７】
＜Ｔ型剥離接着強度＞
　ＪＩＳ　Ｋ６８５４に規定されている剥離接着強さ試験方法に準拠して接着強度を測定
した。具体的には、厚さ２ｍｍ×縦２５ｍｍ×横１５０ｍｍのＳＵＳ板に試験片を挟んで
圧着し、貼付直後と、５０℃オーブン中に１２０日間放置した後のそれぞれについて、Ｔ
型剥離接着強度を測定した。その際、剥離速度は５０ｍｍ／分とした。
【００６８】
　以上の結果を、下記表１にまとめて示す。
【００６９】
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【表１】

【００７０】
　上記表１に示すように、膨張開始温度が２００℃を超えている熱膨張性黒鉛を使用した
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比較例１の目地材は、膨張開始温度が高く、２００℃未満の環境での防火性能は見込めな
いものであった。一方、比較例２，３の目地材は、加硫剤及び加硫促進剤を配合していな
いため、非粘着タイプでは目地材強度が小さいままで、粘着タイプでは粘着強度が低いま
まなので、経時変化により破損や引き剥がれ生じる可能性が高いものであった。
【００７１】
　また、比較例４の目地材は、熱膨張性黒鉛の含有量が２０質量部であるため、十分な熱
膨張倍率が得られなかった。比較例５の目地材は、水酸化アルミニウムの含有量が６０質
量部を超えていたため、加工性が劣っていた。比較例６の目地材は、ホウ酸の含有量が２
０質量部未満であったため、形状保持性が劣っていた。
【００７２】
　更に、比較例７の目地材は、ホウ酸の含有量が７０質量部を超えていたため、形状保持
性は優れるもの膨張率が抑制され、更に、可撓性が低下して引張強度が低下した。比較例
８の目地材は、無機充填剤の含有量が６０質量部を超えていたため、加工性が低かった。
比較例９の目地材は、混練・成形の温度が１３０℃と高かったため、試験片の加硫が進行
し、成形性が低下し、初期接着強度が低かった。
【００７３】
　これに対して、実施例１，２の目地材は、全ての項目において、比較例１～９の目地材
よりも優れていた。
【手続補正書】
【提出日】平成22年10月4日(2010.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブチルゴム：２５～８０質量％、該ブチルゴムと共加硫可能なゴム：５～６０質量％及
びスチレン系熱可塑性エラストマー：１５～７０質量％を含有するゴム成分１００質量部
に対して、
　膨張開始温度が１３０～１５０℃である熱膨張性黒鉛：２０～７５質量部と、
　温度上昇抑制剤として水酸化アルミニウム：１５～６０質量部と、
　熱膨張後の形状保持剤としてホウ酸：２０～７０質量部と、
　無機充填剤（水酸化アルミニウム及びホウ酸を除く）：２０～６０質量部と、
　加硫剤及び加硫促進剤：各々０．０２～５質量部と、
を含有する防火用熱膨張性樹脂組成物を、加硫せずに成形加工して得たものであり、
　前記熱膨張性黒鉛が未膨張の状態で存在し、かつ前記ゴム成分の加硫度が１０％以下で
、使用環境下で自然加硫する防火用熱膨張性目地材。
【請求項２】
　該ブチルゴムと共加硫可能なゴムは、天然ゴム、エチレン－プロピレン－ジエンゴム及
びスチレン－ブタジエンゴムからなる群から選択される少なくとも１種のゴムであること
を特徴とする請求項１に記載の防火用熱膨張性目地材。
【請求項３】
　前記無機充填剤として、少なくとも炭酸カルシウムを含有することを特徴とする請求項
１又は２に記載の防火用熱膨張性目地材。
【請求項４】
　５０℃の温度条件下で１２０日間保持して自然加硫させたとき、前記ゴム成分の加硫度
が７０％以上となることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の防火用熱膨
張性目地材。
【請求項５】
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　１４０～１６０℃の温度条件下で膨張を開始することを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか１項に記載の防火用熱膨張性目地材。
【請求項６】
　扉、扉枠部、扉と壁との隙間部又は通気口に貼付されることを特徴とする請求項１乃至
５のいずれか１項に記載の防火用熱膨張性目地材。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、熱膨張性樹脂組成物を使用した防火用熱膨張性目地材に関する。より詳しく
は、ドアやシャッターなどの開口部の扉、隙間部及び通気口などに装着される防火材に関
する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　そこで、本発明は、火災発生初期の環境温度が２００℃に達していない状況でも、隙間
を閉塞して煙や熱を遮断することが可能であり、かつ、膨張後の形状保持性に優れ、燃焼
時にハロゲンガスなどの有害ガスを発生しない防火用熱膨張性目地材を提供することを主
目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　即ち、本発明に係る防火用熱膨張性目地材で使用される樹脂組成物は、ブチルゴム：２
５～８０質量％、該ブチルゴムと共加硫可能なゴム：５～６０質量％及びスチレン系熱可
塑性エラストマー：１５～７０質量％を含有するゴム成分１００質量部に対して、膨張開
始温度が１３０～１５０℃である熱膨張性黒鉛：２０～７５質量部と、温度上昇抑制剤と
して水酸化アルミニウム：１５～６０質量部と、熱膨張後の形状保持剤としてホウ酸：２
０～７０質量部と、無機充填剤（水酸化アルミニウム及びホウ酸を除く）：２０～６０質
量部と、加硫剤及び加硫促進剤：各々０．０２～５質量部とを含有するものである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　そして、本発明に係る防火用熱膨張性目地材は、前述した熱膨張性樹脂組成物を、加硫
せずに成形加工することにより得られるものであり、前記熱膨張性黒鉛が未膨張の状態で
存在し、かつ前記ゴム成分の加硫度が１０％以下で、使用環境下で自然加硫する。
　この目地材に配合されるブチルゴムと共加硫可能なゴムとしては、例えば、天然ゴム、
エチレン－プロピレン－ジエンゴム及びスチレン－ブタジエンゴムからなる群から選択さ
れる少なくとも１種のゴムを使用することができる。
　また、前記無機充填剤としては、例えば炭酸カルシウムを使用することができる。
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　更に、５０℃の温度条件下で１２０日間保持して自然加硫させたとき、前記ゴム成分の
加硫度が７０％以上となってもよい。
　更にまた、例えば１４０～１６０℃の温度条件下で膨張を開始するようにしてもよい。
　そして、この目地材は、例えば、扉、扉枠部、扉と壁との隙間部又は通気口に貼付する
ことができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（第１の実施形態）
　先ず、本発明の第１の実施形態に係る熱膨張性樹脂組成物（以下、単に組成物ともいう
。）について説明する。本実施形態の組成物は、耐火用途に使用されるものであり、ブチ
ルゴム、このブチルゴムと共加硫可能なゴム及びスチレン系熱可塑性エラストマーを含有
するゴム成分１００質量部に対して、膨張開始温度が１３０～１５０℃の熱膨張性黒鉛、
水酸化アルミニウム、ホウ酸及びその他の無機充填剤、加硫剤及び加硫促進剤を、それぞ
れ特定量配合したものである。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
［ブチルゴムと共加硫可能なゴム：ゴム成分全体の５～６０質量％］
　本実施形態の組成物には、成形体の機械的強度を確保すると共に、例えば防火用目地材
用途においては好適な粘着性を得るために、ゴム成分として、ブチルゴムと共加硫可能な
ゴムが配合されている。このようなゴムとしては、例えば、天然ゴム、エチレン－プロピ
レン－ジエンゴム及びスチレン－ブタジエンゴムなどが挙げられる。また、これらのゴム
は、単体で使用してもよいが、混練性及び成形性などを改善するために２種以上を混合し
て使用することもできる。更に、これらの中でも、特に、エチレン－プロピレン－ジエン
ゴムを使用することが好ましく、これにより、混練性及び成形性をより良好にすることが
できる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　ただし、ブチルゴムと共加硫可能なゴムの含有量がゴム成分全体の５質量％未満の場合
、強度が低下して、加工時に変形や破断が生じやすくなる。また、６０質量％を超えると
、成形性が低下し、得られる成形体は外観性が劣るものとなる。よって、よって、ブチル
ゴムと共加硫可能なゴムの含有量は、ゴム成分全体の５～６０質量％とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　本実施例においては、本発明の範囲内の実施例１，２の熱膨張性組成物及び本発明の範
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囲から外れる比較例１～８、参考例１の熱膨張性組成物を用いて目地材を作製し、その特
性を評価した。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
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【表１】

【手続補正１２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　更に、比較例７の目地材は、ホウ酸の含有量が７０質量部を超えていたため、形状保持
性は優れるもの膨張率が抑制され、更に、可撓性が低下して引張強度が低下した。比較例
８の目地材は、無機充填剤の含有量が６０質量部を超えていたため、加工性が低かった。
参考例１の目地材は、混練・成形の温度が１３０℃と高かったため、試験片の加硫が進行
し、成形性が低下し、初期接着強度が低かった。
【手続補正書】
【提出日】平成22年12月8日(2010.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　本実施例においては、本発明の範囲内の実施例１，２の熱膨張性組成物及び本発明の範
囲から外れる比較例１～８の熱膨張性組成物を用いて目地材を作製し、その特性を評価し
た。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
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【表１】

【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００７２】
　更に、比較例７の目地材は、ホウ酸の含有量が７０質量部を超えていたため、形状保持
性は優れるもの膨張率が抑制され、更に、可撓性が低下して引張強度が低下した。比較例
８の目地材は、無機充填剤の含有量が６０質量部を超えていたため、加工性が低かった。
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